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七
円

一
、
議
案
第
六
一
号

昭
和
三
十
二
年
度
魚
津
市
国

民
健
康
保
険
歳
入
歳
出
追
加

予
算
(
第
一
回
)
一
、
三
七

三
、
四
四
四
円

て
議
案
第
六
二
号

魚
津
市
職
員
定
数
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
設
定
の

件
て
議
案
第
六
三
号

片
員
川
奥
地
開
発
促
進
経
費

貸
付
の
件

て
議
案
第
六
四
号

魚
津
市
国
民
健
康
保
険
運
営

協
議
会
委
員
委
嘱
の
件

当
日
追
加
附
議
さ
れ
た
案
件

議

長長
田
喜
三
右
衛
門

り
、
そ
の
た
め
に
は
市
当
局
、

市
議
会
は
一
丸
と
な
り
市
民
の

一
致
せ
る
御
支
援
の
も
と
に
、

崎

手Ij

時
に
あ
た
り
不
肖
私
が
副
議
長

に
選
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
そ
の
責
任
の
重
大
を
痛
感

+AF て
魚
津
市
議
会
副
議
長
選
挙

の
件

て
常
任
委
員
選
挙
の
件

一
、
臨
時
出
納
検
査
立
会
議
員

互
選
の
件

て
富
山
県
都
市
計
画
地
方
審

議
会
委
員
た
る
べ
き
者
の
選

挙
の
件

一
、
魚
津
市
監
査
委
員
の
選
任

に
関
し
同
意
を
得
る
の
件

長

田

氏

略

歴

日

才

黒

谷

土
木
建
築

請

負

業

自

民

前
副
議
長

大

崎

氏

略

歴

日

才

上

村

木

農

業

無

所

属

士口

致
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
議
会

が
一
丸
と
な
っ
て
虚
心
坦
懐
こ

の
復
興
に
全
力
を
尽
し
、
職
責

を
全
う
す
る
決
意
で
あ
り
ま
ず

か
ら
、
ど
う
か
今
後
一
層
の
御

指
導
御
鞭
援
の
程
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

以
上
簡
単
で
あ
り
ま
す
が
紙

上
を
通
じ
て
一

言
御
挨
拶
申
し

上
げ
ま
す
。

富
山
県
敬
老
福
祉
年
金
の
給
付

ー

該

当

者

は

申

請

手

続

を

|

本
年
四
月
一
日
公
布
に
な
り
ま

し
た
富
山
県
敬
老
福
祉
年
金
条

例
に
も
と
づ
い
て
、
左
記
に
よ

り
敬
老
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
第
一

四
分
が
六
月
末
日
頃
に
支
給
さ

れ
る
予
定
で
す
か
ら
、
該
当
者

は
至
急
申
請
書
を
提
出
し
て
下

支」い
。

な
お
申
請
の
手
続
き
な
ど
く
わ

し
い
こ
と
は
社
会
福
祉
事
務
所

ま
た
は
地
区
担
当
民
生
委
員
に

問
合
せ
て
下
さ
い
。

記

て
支
給
の
範
囲

年
令
八
十
才
以
上
で
県
内
に

引
続
き
五
年
以
上
居
住
し
て

お
ら
れ
る
生
活
困
窮
者

二
、
支
給
年
金
額

年
額
一
一
、
四

O
O円

(
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保

・護
者
に
は
一
一
、
四

O
O円
相

当
額
の
物
品
を
支
給
す
る
)

三
、
支
給
方
法

毎
年
六
月
、
九
月
、
十
二
月

三
月
の
四
回

(
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保

護
者
は
九
月
、
三
月
の
二
回
)

生
活
困
窮
者
の
範
囲
と
は

上
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護

者
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る

も
の

Z
生
活
保
護
法
の
保
護
の
基
準

に
よ
り
測
定
し
、
そ
の
も
の

の
収
入
認
定
額
が
生
活
費
認

定
額
を
超
え
る
こ
と
三

O
%

以
内
の
も
の
及
び
そ
の
世
帯

に
属
す
る
も
の
の
う
ち
予
算

の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の

第
四
回
義
損
金
の
配
分

東
化
工
株
式
会
社
か
ら
見
舞
金
三
百
万
円

今
次
大
火
に
際
し
て
東
化
工
株

式
会
社
か
ら
擢
災
者
に
対
す
る

見
舞
金
三
百
万
円
並
び
に
見
舞

品
(
風
目
敷
)
が
拠
せ
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
六
月
十
日
の
配
分

委
員
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

配
分
要
領

全
額
の
三
分
ノ
一
を
世
帯
割
三

分
ノ
こ
を
人
頭
割

(
世
帯
割
)

一
世
帯
当
り
六

O
O円

曜
災
世
帯
て
五
四
一
世
帯

そ
の
総
額
九
二
四
、
六

O

O
円

(
人
頭
割
)

一
人
当
り
三

O
O円

擢
災
者
総
数
六
、
八
九
二
人

そ
の
総
額
一
一
、

O
六
七
、
六

O
O円

計
一
一
、
九
九
二
、
ニ

O
O円

残
金
七
、
八

O
O円
は
擢
災

児
童
(
小
学
生
)
及
び
保
育
園

児
に
対
す
る
分
、
風
日
敷
は
各

擢
災
世
帯
に
一
枚

工
事
費
の
特
別
助
成

大崎副議長

新

規

申

込

者

七

O

O
戸

に

市
の
上
水
道
事
業
一
火
災
地
区
内
の
水
道
は

は
、
設
置
さ
れ
て

一

火
災
地
区
内
の
水
道
既
設
者

か
ら
五
周
年
を
迎

一
が
換
地
に
よ

っ
て
位
置
を
変
更

え
ま
し
た
。
皆
様

一
す
る
場
合
は
勿
論
火
災
復
興
事

の
御
協
力
に
ょ

っ

一
業
費
で
道
路
部
分
の
工
事
が
行

て
無
事
進
渉
を
見

一
わ
れ
ま
す
の
で
こ
の
部
分
は
無

ま
し
た
こ
と
は
感

一料
で
す
。

謝
に
た
え
な
い
と

一
布
設
管
の
な
い
と
こ
ろ
も

こ
ろ
で
あ
り
ま

一

土
地
区
画
整
理
事
業
で
新
道

す
。

一
の
つ
く
部
分
と
西
部
中
学
校
南

火
災
復
興
事
業
の

一
及
び
東
側
道
路
、
三

ケ
地
区
国

進
展
と
併
せ
て
ま

三道
、
道
下
本
新
県
道
は
現
在
水

す
ま
す
本
事
業
の

一
道
管
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
く

充
実
を
期
し
て
お
り
ま
す
が
、

一
布
設
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
申
込

こ
こ
に
五
周
年
記
念
事
業
と
し

一
を
受
付
ま
す
。
青
島
、
北
中
、

て
新
規
水
道
布
設
申
込
者
七

O
一
仏
国
、
地
区
は
事
業
の
認
可
が

O
名
を
限
定
し
て
特
に
公
道
部

一
お
り
て
い
ま
せ
ん
の
で
本
助
成

分
の
負
担
金
約
三
、

0
0
0円
一
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
、

叉
五

を
免
除
し
、
水
道
の
普
及
を
は

二
戸
以
上
の
方
が
本
管
か
ら
相
当

か
り
併
せ
て
復
興
の
促
進
を
助

一
遠
い
距
離
ま
で
給
水
管
を
共
同

成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

一
引
用
し
匂
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

水
道
を
利
用
さ
れ
た
い
方
は
こ

一
合
は
そ
の
距
離
と
戸
数
に
ょ
っ

の
機
を
逸
せ
ず
御
申
込
下
さ

一
て
補
助
が
行
わ
れ
ま
ず
か
ら
市

い。

一
水
道
課
へ
御
相
談
下
さ
い
。

て
申
込
受
付
期
間

昭
和
=
一
士
一
年
七
月
一
日
か
ら

昭
和
=
一
士
一
年
八
月
+
五
日
ま
で

ニ
、
受
付
戸
数
七

O
O戸

三
、
対
象
の
範
囲

上
水
道
管
が
布
設
さ
れ
て
い

る
全
地
域
(
本
新
、
三
ヶ
、
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西
部
中
学
校
南
及
び
東
側
道

路
を
含
む
)
及
び
土
地
区
画
整

理
地
域
。

四
、
こ
の
助
成
を
受
け
て
施
設

さ
れ
た
方
は
特
別
の
事
由
が

な
い
限
り
施
設
後
十
五
ヶ
月

聞
は
閉
栓
の
取
扱
い
は
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
。

五
、
申
込
場
所
と
方
法

大
町
水
道
課
(
電
話
四
四

O
)

へ
印
鑑
及
び
設
計
手
数
料
一

0
0円
を
添
え
て
申
込
み
下

さ
い
。

魚
津
市
新
生
活
運
動
協
議
会

ー

六

月

十

日

発

足

|

昭
和
三
十
年
九
月
、
新
生
活

運
動
協
会
発
足
し
て
よ
り
、
日

本
全
国
各
地
に
、
こ
の
要
旨
を

実
践
運
動
と
し
て
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
て
来
ま
し
た
が
、
魚
津
市

に
お
い
て
も
こ
れ
が
設
立
を
計

画
し
次
の
目
的
を
も
っ
て
去
る

六
月
十
日
発
足
し
ま
し
た
。

(
目
的
)

市
民
が
自
ら
の
創
意
と
良
識

に
よ
り
、
物
心
両
面
に
わ
た
っ

て
、
日
常
生
活
を
よ
り
民
主

的
、
合
理
的
、
文
化
的
に
高
め

る
こ
と
を
め
ざ
し
て
行
う
新
生

活
運
動
を
ま
す
ま
す
活
発
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
健
康
で
住

み
よ
い
社
会
の
建
設
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
事
業
)

人
協
力
団
体
相
互
間
ま
た
は
協

力
団
体
と
行
政
機
関
と
の
連

絡
調
整

ム
各
種
集
会
の
開
催

弘
講
師
等
の
あ
っ
せ
ん

れ
調
査
研
究
お
よ
び
資
料
の
作

成
頒
布

Fh
広
報
活
動

弘
そ
の
他
こ
の
団
体
の
目
的
達

成
に
心
要
な
事
業

(
役
員
)

長

清

河

吉

平

(
市
社
会
教
育
委
員
長
)

副
会
長
金
川
四
郎

(
市
社
会
教
育
副
委
員
長
)

浜
多
由
利

(
市
連
合
婦
人
会
長
)

監

事

北

条

正

絹

(
魚
津
公
民
館
長
)

浜
岡
泰
雄

(
市
連
合
青
年
団
長
)

事
務
局
長
高
井
弥
吉

(
市
教
育
長
)

事
務
局
員

山
本
倫
平

岡

崎

寛

上
野
方
地
区
実
践
運
動
の
発
表

盛
永
公
民
舘
長
か
ら
、
昨
年

実
践
さ
れ
た
、
体
験
の
発
表
が

あ
っ
て
、
一
同
に
深
い
感
銘
を

あ
た
え
た
。
農
村
に
お
け
る
稗

の
取
り
よ
け
、
食
生
活
の
改

善
、
生
花
の
家
庭
へ
の
と
り
入

れ
等
は
今
後
の
計
画
と
実
践
に

期
待
さ
れ
て
い
る
。

A 
コズ. 6月の市税……

あなたの魚津をよくするために……:

こぞって納税

市(県)民税の納期

第二期 8月31日

第四期 1月31日

第一期6月30日

第三期10月30日
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い
よ
い
よ
六
月
二
十
六
日
か

ら
待
望
の
、
ぁ
ゅ
、
が
解
禁
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
に
先
だ
ち
呉

東
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
及
び

市
で
は
、
角
川
と
片
員
川

(布

施
川
)
に
五
万
尾
の
ピ
ワ
湖
産

の
稚
枯
れを
放
流
し
ま
し
た
。

"
・
産
業
ム
汁
帯
、

ハ

プ

‘

‘

ゆ

炉

内

明

s
ざ

4λ
ヲ“一

海
藻
採
集
業

ω

富
山
湾
内
に
お
け
る
採
藻
業

地
の
著
名
な
も
の
は
、
宮
崎
の

「
ワ
カ
メ
」
魚
津
市
道
下
の
「

天
草
」
で
あ
る
。
特
に
道
下
の

採
藻
は
区
域
が
非
常
に
広
く
、

富
山
湾
内
各
地
の
沿
岸
に
、
道

下
の
天
草
取
(
こ
れ
を
浜
仕
と

い
う
)
や
、
海
女
(
あ
ま
)
の

姿
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

県
内
各
地
に
採
集
権
を
有
す
る

の
は
道
下
だ
け
で
、
こ
の
よ
う

な
思
恵
に
浴
し
て
い
る
の
は
相

当
古
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

し
か
し
起
原
の
記
録
は
あ
き

ら
か
で
な
い
が
、
今
か
ら
二
百

五
十
年
程
前
か
ら
採
諜
が
行
わ

れ
て
い
た
も
の
で
な
か
ろ
う

か
。
当
時
従
業
者
は
僅
か
二
十

名
程
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
が
、
安
永
三
年
(
西
一
七
七

四
)
(
今
か
ら
約
百
八
十
年
前
)

噴
に
至
っ
て
、
北
鬼
江
、
本
新

釈
迦
堂
、
北
中
、
青
島
、
仏
国

の
六
ケ
部
落
で
約
二
十
数
名
の

も
の
が
新
た
に
加
っ
て
、
何
地

を
問
わ
ず
競
う
て
各
自
が
採
藻

し
た
。そ

の
頃
加
賀
藩
主
前
回
公
が

魚
津

へ
来
て
附
近
を
視
察
さ
れ

た
際
、
た
ま
た
ま
海
辺
を
ぶ
ら

ぶ
ら
歩
い
て
、
北
鬼
江
の
杉
の

端
(
今
魚
津
漁
場
の
目
当
に
な

っ
て
い
る
)
に
至
ら
れ
る
と
、

そ
こ

に
裸
体
の
男
が
石
焼
海
苔

を
や
っ
て
い
た
。
石
焼
海
苔
と

言
う
の
は
、
石
を
焼
い
て
海
か

ら
採
り
が
け
の
海
苔
を
そ
の
石

に
つ
け
て
焼
く
の
で
あ
る
が
、

塩
気
が
あ
っ
て
香
り
も
よ
い

し
、
非
常
に
美
味
し
い
も
の
で

タ
あ
ゆ
タ

の

解

禁

お
日
か
ら

ー
許
可
を
受
け
て
か
ら
|

【6】

あ
っ
た
。

藩
主
は
そ
の
様
子
を
見
て
、

不
思
議
に
思
い
、
そ
の
男
に
尋

ね
る
と
、
男
は
「
こ
れ
は
薬
に

な
る
も
の
で
、
こ
れ
を
食
べ
る

と
腹
が
ご
ろ
ご
ろ
鳴
り
出
し
て

腹
の
虫
(
姻
虫
の
こ
と
)
が
下

り
る
」
と
申
上
げ
た
b

家
来
達
が
早
速
食
べ
て
見
る

と
誠
に
美
味
し
い
。
そ
し
て
し

ば
ら
く
す
る
と
腹
が
鳴
り
出
し

て
腸
の
持
ち
具
合
が
よ
く
な
っ

写
真
は
道
下
海
岸

知そす と議 一議り議任広辞浅なれに長選まれ審保歳昭五
致 の 、 は会こ元二入昭、決で決さ作職之おた大田挙たた議険出和月五
し器 素ま議 の(四 歳和 議 案 すされ、が助臨。崎喜が市。さ追追 三三月
てでよこ 長たく)出三案件。れた浜あ、時 利 三 行 議 れ加加十十の
いなり とにび f六追十第 た。多り伊出 吉 右 わ 会 原予更二日臨
るい浅に選不 < '.加二六 案 由、藤納氏衛れ議 案算正年議時

で受じ御すここ学光 ば 肖 ;七 更年 O 件 利あ 正 立 の門た長 どな予度場市
あけま推がとと非 栄 れ 私 i六 正 度 号 は のら清会 両 氏 が 、 おど算魚で議
りしし挙、では才にまが J三予魚 次両たの人氏、、副 りの国津開会
ま た て に 折 あ 充 に 存し魚}、算津 の 氏に両の が副議議議議民市かは
す次お甘角り分しじ た津}八(市 と が後氏河選議長長決案健歳れ去
。第 引んのま承てまこ市 3六第歳 お 選藤の崎ば長にの さが 康入、る

をい年
尽 ま九
さ し月
ねて
ば 、未

なそ 曽
らの有
ぬ 復 の
時興大
期 に火
で 全 に
あ力遭

任願と す 市骨にでこ
のい御ど覚政砕推 あと
挨申指う悟進身さ りは
拶 し 導 かで 展、 れま言
と上、市あの復ますを
致げ御民りた興 し 。ま
しま鞭のまめをた 不た
まし櫨皆すに第か 肖な
すての 様。徴ーら私い
。一程に 力 とに がと
言をは を しは 議 こ
就お篤 尽て粉長ろ

隆三:副長道通詰:員通\ぷ~!益法認

不
肖
私
が
今

一
火
に
遭
遇
し
ま
し
て
、
こ
の
復

般
前
副
議
長
、

一
興
と
い
う
一
大
難
周
に
立
っ
て

長
田
喜
三
右
衛
-
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

門
氏
の
議
長
就

一一
副
議
長

任
の
あ
と
を
受

一

i

，

け
ま
し
て
、
副
議
長
に
選
ば
れ

一

一ノ

ま
し
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
光
栄

に
存
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

魚
津
市
は
昨
年
未
曽
有
の
大

た
。
藩
主
は
非
常
に
感
心
さ
れ

て
、
湾
内
至
る
所
で
採
藻
す
る

様
奨
励
さ
れ
た
。
そ
こ
で
翌
年

北
鬼
江
の
徳
兵
衛
は
前
記
六
ケ

部
落
の
総
代
と
し
て
、
村
役
人

宗
次
郎
を
経
て
藩
主
前
田
公
へ

こ
の
海
苔
を
献
上
せ
ん
こ
と
を

請
い
許
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
上

げ
海
苔
」
の
始
め
で
あ
る
。
藩

主
は
こ
と
の
外
お
喜
び
に
な
っ

て
、
専
業
許
可
の
墨
附
を
下
さ

れ
た
。

鮎
を
採
補
さ
れ
る
方
は
次
の

よ
う
に
許
可
証
の
交
付
を
受
け

て
下
さ
い
。

④
角
川
及
び
片
良
川
(
布
施
川
)

で
採
捕
す
る
人
は
、
呉
東
内

水
面
漁
業
協
同
組
合
(
田
方

町
、
北
陸
配
管
k
k
内
)

へ

ー

有

料

|

④
そ
の
他
の
河
川
で
竿
釣
り
す

る
人
は
市
商
工
水
産
課
(
水

族
舘
内
)
に
届
出
て
下
さ
い
。

ー

無

料

|



市 (2) 

全

事

業

所

を

対

象

に

町
r
d
事

業

所

統

計

調

査

酬
こ
の
事
業
所
統
計
調
査
は
、
国
の
基
本
的
調
査
で
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
す
べ
て
の
事
業
酬

州
所
の
状
況
を
全
国
に
わ
た
っ
て
調
べ
国
の
産
業
活
動
の
実
態
を
と
ら
え
る
た
め
に
行
わ
れ
る
州

側
「
指
定
統
計
」
で
昭
和
二
十
二
年
以
来
第
五
回
目
の
調
査
で
す
。

(要望省主錫斜〉
。

調

査

さ

れ

る

事

業

所

こ
こ
で
事
業
所
と
い
う
の
は

「
事
業
(
仕
事
)
の
行
わ
れ
て

い
る
一
定
の
場
所
」
で
工
場
、

会
社
、
銀
行
、
事
務
所
、
商
庖

な
ど
は
勿
論
、
学
校
、
神
社
、

寺
院
、
旅
舘
、
料
理
屈
、
浴

場
、
医
院
、
映
画
館
な
ど
も
事

業
所
で
あ
り
す
べ
て
調
査
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の

調
査
か
ら
除
か
れ
る
事
業
所
は

農
業
、
漁
業
な
ど
で
他
に
兼
業

を
も
た
な
い
も
の
、
恒
久
的
な

設
備
の
な
い
露
庖
や
収
入
を
得

て
従
事
す
る
従
業
者
の
い
な
い

一

6
従
業
者
数

校
友
舎
、
同
好
会
で
ま
た
三
ケ

一

1
事
業
の
内
容

月
以
上
休
業
し
て
い
る
事
業
所

一
(
乙
調
査

l
サ
ー
ビ
ス
業
に
該

は
調
査
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

一当
す
る
も
の
)

。

調

査

の

期

日

ト

常

雇
の
従
業
者
の
給
与
額

昭
和
三
十
二
年
七
月
一
日

。

調

査

事

項

(
甲
調
査
l
全
事
業
所
)

ト
事
業
所
の
名
称

Z
事
業
所
の
所
在
地

乱
事
業
所
の
経
営
組
織

AH
開
設
時
期

ー
会
社
の
資
本
金

報

更

生

保

護

施

設

日

本

脳

炎

Z
最
近
一
年
間
の
事
業
総
収

入

。

調

査

に

御

協

力

の

お

願
い

県
知
事
が
任
命
し
た
事
業
所

調
査
員
が
七
月
一
日
か
ら
五
日

頃
に
訪
問
し
、
調
査
票
を
作
成

し
ま
す
が
、
調
査
に
あ
た
り
事

業
主
の
方
に
種
々
御
迷
惑
を
お

か
け
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
正

格
な
調
査
が
で
き
ま
す
よ
う
に

精
々
御
協
力
を
お
願
い
し
ま

す。
の

予
防
注
射
は
ぜ
ひ
受
け
よ
う

行鴻

一

時

こ

と

し

も

ま

た

う

っ

と

う

ベ

る

。

一日一
w

し

い

梅

雨

が

や

っ

て

来

ま

し

④

毎

食

の

た

ベ

物

は

残

さ

れ

一

回

た

、

こ

の

季

節

は

家

の

中

に

な

い

よ

う

に

作

り

、

余

っ

た

月

一

却

し

め

り

気

が

多

く

な

り

、

ヵ

も

の

は

保

存

に

注

意

し

て

も

6
一

ヤ

ピ

が

生

え

た

り

、

恐

し

い

セ

う

一

度

火

を

通

し

て

食

べ

る

手

一

一

キ

リ

、

エ

キ

リ

な

ど

伝

染

病

④

身

体

の

状

態

に

よ

く

気

を

3
一
一
の
発
生
し

t

l

つ
け
異
常

位一一手
足

1
梅

雨

ど

き

の

衛

生

l

|

|」
が

あ

れ

ば

陶
一
日
き
で
す
ι

一

'

，

一

直

ぐ

医

師

附
一
た
誌
「

I
l
l
tま
わ

り

を

清

潔

に

し

詩

守

一

日

の

こ

と

に

注

意

し

て

健

康

を

く

入

れ

る

。

@

調

理

の

前

後

、

食

事

の

前

)
一
円
ま
も
り
ま
し
ょ
う
。
@
必
ず
井
戸
水
の
検
査
を
受
け
に
は
必
ず
手
を
洗
う
。

す
一
}
@
窓
や
床
下
の
通
気
口
を
開
生
水
、
生
物
の
飲
食
を
さ
け
る
④
?
防
注
射
は
必
ず
受
け

げ
一
四
い
で
充
分
通
風
を
は
か
る
。
④
消
化
し
易
い
食
物
を
選
び
、
る

E

け
一
~
@
肌
着
は
た
び
た
び
洗
濯
ビ
タ
ミ
ン
を
多
く
含
ん
だ
緑
や

⑬
一
N

し
、
寝
具
や
被
服
も
日
ぼ
し
黄
色
の
濃
い
生
野
菜
を
多
く
た

広

建
設
募
金
は
じ
ま
る

犯
罪
の
な
い
、
住
み
よ
い
、

明
る
い
社
会
を
つ
く
る
こ
と
は

国
民
全
体
が
心
か
ら
念
願
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
現
実
に

は
犯
罪
は
年
々
増
加
し
、
特
に

少
年
少
女
の
犯
罪
が
激
増
し
つ

つ
あ
る
こ
と
は
憂
慮
に
堪
え
な

い
と
こ
ろ
で
す
。

罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
刑
罰

を
科
す
る
こ
と
は
、
社
会
防
衛

上
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り

ま
し
ょ
う
が
、
一
面
そ
の
た
め

弘
京
一
に
か
え
っ
て
本
人
の
更
生
を
困

4
J
一
難
に
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
も

一
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

一
昭
和
二
十
四
年
七
月
か
ら
「
更

一
生
保
護
制
度
」
と
い
う
制
度
が

津

設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
罪

を
犯
し
た
者
を
一
般
社
会
の
中

で
普
通
の
生
活
を
行
わ
せ
な
が

ら
保
護
観
察
の
方
法
で
、
更
生

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も

の
で
す
。

富
山
県
下
で
は
、
六
百
余
人

の
保
護
司
と
唯
一
の
民
間
保
護

施
設
で
あ
る
養
得
園
と
が
、
保

護
観
察
所
と
協
力
し
て
、
日
夜

犯
罪
の
予
防
と
犯
罪
者
の
更
生

保
護
に
努
力
を
続
け
て
い
ま
す

が
、
家
庭
の
事
情
や
、
環
境
が

よ
く
な
い
た
め
に
再
犯
を
か
さ

ね
、
あ
る
い
は
売
春
婦
等
に
転

落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
婦
女
子

を
保
護
収
容
す
る
施
設
が
全
然

を
す
る
。

④
家
の
周
囲
の
清
掃
、
排
水
を

よ
く
し
て
蚊
や
は
え
の
発
生
を

防
ぐ
。

@
庭
木
や
雑
草
を
刈
り
取
り
、

窓
ガ
ラ
ス
を
ふ
い
て
日
光
を
よ

毒
草
を刈

取
り
ま
し
ょ
う

先
月
末
に
天
神
地
区
で
野
良

仕
事
て
忙
し
い
す
き
に
、
子
供

達
が
つ
れ
だ
ち
川
辺
に
あ
っ
た

プ
ド
ウ
の
よ
う
に
実
っ
て
い
る

毒
ウ
ツ
ギ
を
食
べ
、
間
も
な
く

猛
烈
な
ケ
イ
レ
ン
を
起
し
二
時

間
程
で
死
亡
し
た
可
愛
そ
う
な

実
例
を
み
ま
し
た
。
毒
ウ
ツ
ギ

は
片
良
川
、
早
月
川
等
の
川
辺

に
多
く
み
ら
れ
ま
す
の
で
再
度

こ
う
し
た
こ
と
が
お
こ
ら
な
い

よ
う
に
毒
ウ
ツ
ギ
や
そ
の
他

の
毒
草
は
、
で
き
る
だ
け
刈
取

る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

も
し
あ
や
ま
っ
て
毒
ウ
ツ
ギ

そ
の
他
の
毒
物
を
食
べ
た
と
わ

か
っ
た
ら
急
い
で
医
者
の
手
当

を
受
け
る
こ
と
が
大
切
で
す

が
、
応
急
処
置
と
し
て
腹
中
の

の
毒
物
を
で
き
る
だ
け
吐
か
せ

る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

タ
ア
メ
リ
カ

シ
ロ
ヒ
ト
リ
タ

撲
滅
に
御
協
力
を

|
小
枝
の
く
も
の
巣
に
注
意
|

一
昨
年
来
発
生
を
見
た
ア
メ
リ

カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
駆
除
も
、
皆
様

方
の
御
協
力
に
よ
り
遂
次
効
果

を
あ
げ
つ
L

あ
り
ま
す
が
、
発

生
分
布
の
特
異
性
か
ら
し
て
調

査
、
防
除
も
実
施
困
難
な
地
帯

も
あ
り
、
な
お
残
存
し
て
慢
延

す
る
オ
ソ
レ
が
あ
り
ま
す
の

で
、
市
で
は
防
除
の
徹
底
を
期

し
た
い
の
で
、
次
の
よ
う
に
御

協
力
お
願
い
致
し
ま
す
。

一
昨
年
発
生
し
た
地
域
や
そ
の

周
辺
は
厳
重
に
注
意
し
、
小
校

と
の
な
い
も
の
)

一
C

C
を
七
日
の
間
隔
で
二

回
皮
下
注
射
す
る
。

ロ
追
加
免
疫
(
昨
年
受
け
た
も

の
)
一

C

C
を
一
回
皮
下
に

注
射

三
、
費
用

実
費
徴
収
を
し
ま
ず
か
ら
受

け
る
と
き
持
参
下
さ
い
。

一
回
受
け
る
も
の
五
十
円

二
回
受
け
る
も
の
百
円

(
ニ
回
受
け
る
も
の
で
も
一

回
ご
と
に
五
十
円
払
っ
て
下

さ
い
)

校

下

時場所日予 防注射の

村
木

ィク

本
江

ィア

松

倉

グ

道
下

h
q

経

由

。

坪
野
分
校
下

古
鹿
熊
h
q

加

積

校

下

葉
等
に
く
も
の
巣
に
包
ま
れ
た

中
に
若
令
幼
虫
が
い
集
し
て
い

る
か
ら
分
散
し
な
い
う
ち
に
切

取
り
焼
却
し
、
成
虫
、
踊
は
発

見
次
第
捕
殺
す
る
こ
と
。

二
特
に
次
の
樹
種
に
寄
生
す
る

か
ら
注
意
を
す
る
こ
と
。

サ
ク
ラ
、
ヤ
ナ
ギ
、
ポ
プ
ラ
、

カ
キ
、
ク
ワ
、
シ
ン
ジ
ュ
、
プ

6
月
げ
日
か
ら

ラ
タ
ナ
ス
、
イ
チ
ヂ
ク
等

三
幼
虫
発
生
の
時
期

〆
t

、第
一
化

六
月
下
旬
か
ら
七
月
中
旬

第
二
化

八
月
下
旬
か
ら
九
月
中
旬

四
発
見
次
第
速
か
に
市
農
林
課

に
連
絡
し
て
下
さ
い
。

身
体
障
害
者
福
祉
週
間

更
生
相
談
な
ど
実
施

五四
を体以弱染脚と日い、退す赤注
し質上者病気 d 医時そすがを射副
なの)、、、で師はのる、認局作
い徴有推病結公のそほ。ーめ所用
で候熱婦後核心診のか 過 る に
下あ者(衰、臓断旨健 性場軽
さる、佐弱糖病を申康 で合度
い者胸娠等尿、受し状 速もの
。は腺六)病肝け出態 かあ腫
注淋ヶき、臓るての にり脹
射巴月よ伝、こ当悪 消ま発

ー 第そり措をに住に所よ置宅正布正 綴護送機お
認年家 て下築 3027 (1) 、住;十:ー;のま置すつ宅な得う、にの施と今 警警察察
め聞に、のし年年個 宅jー改しをるいのり税といつ要行こ回 霊祭(jai)
ら五供こ貸た 6 1人償貸に;日;昭;正た受場て新 ま や す わ い 旨 さ れ 租 緩 j}j
れ割しれ家床月月ま却家つj以;和j点。け合所築す事るゅではれに税
る増たを住面 301た 佳い;前:三jは らに有(。業もる割、ま伴特
O の場同宅積日日は 1且て:にj十; れ 登 権 増ま税の貸増新しう別
特合日をニまか法 宅 新j二 j る 録 の 築たなに家償築た施措

裂;:宅取十でら会 2 警主: :号室喜支計妻望室J客室 :
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が五貸し以建和和 靖 た;三i な減記) の税のし措住改公改

身
体
障
害
者
の
方
に
は
そ
の

障
害
に
も
め
げ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

自
立
更
生
に
高
進
し
て
お
ら
れ

ま
す
が
、
こ
の
た
び
県
と
県
社

会
福
祉
協
議
会
、
日
赤
富
山
支

部
、
県
身
体
障
害
者
団
体
等
の

後
援
を
得
て
身
体
障
害
者
並
び

に
県
民
各
位
に
身
体
障
害
者
福

祉
事
業
に
対
す
る
理
解
と
関
心

を
高
め
る
た
め
、
県
に
お
い
て

六
月
十
七
日
か
ら
一
週
間
身
体

寄

付

金
三
千
円

実
施
場
所

加古坪経道松元本本大大上住白西天
積鹿野田下倉下江町町中吉倉布神
小熊 の江 島 施
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こ
れ
か
ら
暑
く
な
る
に
し
た

一次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
か
ら

が
っ
て
日
本
脳
炎
の
発
生
す
る

一
恐
し
い
日
本
脳
炎
を
防
ぐ
た
め

季
節
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
伝

一
に
ぜ
ひ
注
射
を
受
け
ま
し
ょ

染
の
媒
介
を
す
る
蚊
は
患
者
が

一
ぅ。

発
生
し
て
か
ら
防
除
し
て
も
手
二
、
注
射
を
受
け
る
も
の

お
く
れ
で
、
蚊
の
発
生
揚
所
で

一

市
民
全
員
と
す
る
。

あ
る
下
水
の
掃
除
、
空
か
ん
、

一

(
生
後
よ
り
六
才
ま
で
の
も

空
び
ん
な
ど
不
用
な
容
器
を
整

一

の
は
特
に
受
け
る
こ
と
。
小

理
し
て
雨
水
の
溜
ら
ぬ
よ
う
に

一

学
校
児
童
と
保
育
所
幼
児
は

し
、
雑
草
は
刈
取
っ
て
下
さ

一

そ
れ
ぞ
れ
別
に
行
う
)

一
二
、
注
射
の
量

ま
た
日
本
脳
炎
の
予
防
注
射
は

一
川
初
回
免
疫
(
生
後
受
け
た
こ

l
I
l
l
i
-
-
i
l
l
l
i
-
-
l十
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-

K
く
、
「
売
春
禁
止
法
」
が
成

一設
の
運
劃
を
強
丈
に
指
進
す
る

か
し
た
今
日
、
婦
女
子
の
更
生

一
こ
と
に
な
り
、
広
く
一
般
か
ら

保
護
施
設
を
設
け
る
こ
と
は
緊

一
施
設
建
設
の
募
金
運
動
(
一
世

急
を
要
す
る
問
題
で
あ
り
ま

一
帯
三
十
円

y
t性
進
す
る
こ
と

一
に
な
り
ま
し
た
c

す
そ
こ
で
県
で
は
各
市
町
村

一

市
民
の
皆
様
に
は
、
更
生
保

各
会
社
、
事
業
所
等
あ
ら
ゆ
る

一護
事
業
の
重
要
さ
を
よ
く
御
理

関
係
が
も
う
ら
さ
れ
た
人
々
に

一
解
い
た
だ
き
、
建
設
募
金
に
御

よ
っ
て
、
こ
の
更
生
保
護
会
舘

一協
の
下
さ
る
様
お
願
い
し
ま

を
作
る
計
画
が
発
起
さ
れ
、
建

一
す
c

リ

一

実

月

日

B
一

第
|
寸
剛
「
↓
剖
笥
引
回

上
の
方
校
下

一上
野
方
小
学
校
一
穴
月
=
盲
目
一七
月
一
日

片
員

h
q

，
片
貝

9

9

0

(
分
校
含
む
)

天
神

h
q

西
布
施
h
q

白
倉

h
q

住

吉

グ

上
中
島
h
q

大
町

h
q

時
間
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で
小
学
校

児
童
、
午
後
二
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で
一
般

// // 

市
内
木
江

小
柴

加
代

(
亡
夫
死
去
に
よ
る
香
志
)

障
害
者
福
祉
強
調
運
動
が
行
わ

れ
ま
す
。
こ
の
週
間
中
に
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
更
生
相
談
な
ど
が

実
施
さ
れ
ま
ず
か
ら
希
望
者
は

相
談
を
受
け
て
下
さ
い
。

。
診
査
更
生
相
談

(
医
師
)
高
岡
市
民
病
院

外
科
医
長

。
義
肢
修
理

富
山
県
傷
夷
軍
人
会

六
月
十
九
日

午
前
九
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

黒
部
保
健
所

時 期
間日

場
所ω個

人
ま
た
は
法
人
が
昭
和

白
年
3
月
引
日
ま
で
に
建
築

し
た
床
面
積
三
十
坪
以
下
の

貸
家
住
宅
を
取
得
し
て
、

こ
れ
を
昭
和
お
年
ロ
月
別
日

ま
で
に
貸
家
に
供
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
住
宅
が
耐

周
年
数
五
十
年
以
上
の
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
五
年
間
二

十
割
増
、
耐
用
年
数
五
十

年
以
下
の
も
の
は
、
五
年
間

十
割
増
の
特
別
償
却
が
認
め

ら
れ
る
。

二
、
登
録
税
の
特
例

ω昭
和
幻
年
4
月
1
日
か
ら

昭
和
白
年
3
月
引
日
ま
で
に

新
築
ま
た
は
増
築
し
た
専
用

住
宅
の
所
有
権
の
保
存
登
記

9.035世帯

46.380 人

60 人

23 人

34 件

3 件

一一五月の人口動態

数

日

生

亡

婚

婚

帯世

人

出

死

結

離

火
災
に
備
え
よ
う
・
..... .
 

消
火
器
の
薬
品
取
換
え
に
つ
い
て

を
昭
和
お
年
口
月
別
日
ま
で

に
す
る
場
合
は
、
そ
の
登
録

税
は
家
屋
価
格
の
千
分
の
六

が
千
分
の
一

に
軽
減
さ

れ

る。ω昭
和
初
年
7
月
1
日
か
ら

昭
和
白
年
3
月
引
日
ま
で
に

地
方
公
共
団
体
、
住
宅
金
融

公
庫
、
日
本
住
宅
公
固
ま
た

は
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ

り
登
録
を
受
け
て
い
る
宅
地

建
物
取
引
業
者
が
新
築
し
た

床
面
積
三
十
坪
以
下
の
専
用

住
宅
を
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら

取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
の

取
得
の
登
記
を
昭
和
お
年
ロ

月
別
日
ま
で
に
す
る
場
合
の

登
録
税
は
、
家
屋
価
格
の
千

分
の
五
十
が
千
分
の
一
に
軽

減
さ
れ
る
。

ω前
記
の

ω、

ωに
規
定
す

る
家
屋
の
取
得
の
た
め
の
資

金
の
貸
付
が
さ
れ
た
場
合

に
、
そ
の
貸
付
金
の
担
保
と

し
て
家
屋
に
設
定
さ
れ
る
抵

当
権
の
取
得
の
登
記
の
登
録

税
は
債
権
金
額
の
千
分
の

六
・
五
が
千
分
の
一
に
軽
減

さ
れ
る
。

第
二
昭
和
白
年
4
月
1
日
か

ら
昭
和
お
年
ロ
月
引
日
ま
で

に
新
築
さ
れ
る
住
宅
に
つ
い

て一
、
貸
家
住
宅
の
割
増

償
却

割
増
償
却
の
期
間
と
割
増
率

は
第
一
の
一
の

ωと
同
様
で

す
が
(
耐
用
年
数
五
十
年
以

上
は
五
年
間
二
十
割
増
、
五

十
年
未
満
は
五
年
間
十
割

増
)
そ
の
対
象
と
な
る
貸
家

防
火
用
と
し
て
備
付
け
て
あ

る
消
火
器
に
は
五
種
類
あ
り
、

一
番
多
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の

は
泡
沫
消
火
器
で
す
。
こ
れ
は

さ
か
さ
に
す
る
と
白
い
泡
が
吹

き
出
し
ま
す
。
こ
の
消
火
器
は

安
価
で
、
用
途
が
広
く
、
一
般

の
方
に
は
き
わ
め
て
便
利
で
、

消
防
署
と
し
て
も
推
奨
し
て
い

一
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
消
火
器

一
の
中
に
入
っ
て
い
る
薬
品
は
約

二

年
間
が
有
効
(
実
際
は
ニ
年

一位
)
で
年
々
取
換
え
な
く
て
は

は
従
来
は
床
面
積
三
十
坪
以

下
の
専
用
住
宅
に
限
ら
れ
、

併
用
住
宅
は
適
用
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
今
度
「
耐
火
構
造

ま
た
は
簡
易
耐
火
構
造
の

地
上
階
数
三
以
上
の
家
屋

で
、
そ
の
床
面
積
の
三
釘
の

二
以
上
が
貸
家
住
宅
と
な
っ

て
い
る
も
の
」
に
つ
い
て
は

そ
の
住
宅
部
分
(
一
世
帯
当

り
の
床
面
積
三
十
坪
以
下
の

も
の
に
限
る
)
が
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

二
、
登
録
税
の
特
例

登
録
税
の
減
免
措
置
の
特
例
は

第
一
の
こ
と
同
様
従
来
ど
お
り

で
す
が
、
そ
の
対
象
と
な
る
家

屋
の
範
囲
が
次
の
よ
う
に
弘
げ

ら
れ
ま
し
た
。

ω専
用
住
宅
(
一
世
帯
用
)
の

床
面
積
が
五
十
坪
以
下
の
も

のω二
世
帯
以
上
の
用
に
供
せ
ら

れ
る
専
用
住
宅
は
各
世
帯
当

り
の
床
面
積
が
三
十
坪
以
下

で
あ
る
も
の
(
共
用
部
分
は

あ
ん
分
)

ω耐
火
構
造
、
簡
易
耐
火
構
造

の
家
屋
で
地
上
三
以
上
の
階

数
で
、
床
面
積
の
三
分
の
ニ

以
上
が
住
宅
で
、
各
世
帯
当

の
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
る
床

面
積
が
い
づ
れ
も
三
十
坪
以

下
の
も
の

ω前
記
の
家
屋
で
住
宅
の
用
に

供
さ
れ
る
部
分
が
主
に
賃
貸

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
賃

貸
料
が
坪
当
り
丹
割
千
円
以

下
の
も
の

災
害
の
と
き
に
は
間
に
あ
わ
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

消
防
署
で
は
薬
品
を
お
世
話
し

て
取
換
え
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
御
希
望
の
方
は
容
器
を
御

持
参
に
な
れ
ば
交
換
い
た
し
ま

す
。
価
格
は
一
器
分
は
市
価
で

は
三
百
円
内
外
で
す
が
多
量
購

入
に
よ
っ
て
一
器
分
二
百
五
十

円
で
お
分
け
し
ま
す
。

な
お
消
火
器
の
新
規
購
入
に
つ

い
て
も
遠
慮
な
く
御
相
談
下
さ

い

。

(

消

防

署

)


